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公立大学法人名桜大学事業報告書 

「公立大学法人名桜大学の概要」 

１．目標 

公立大学法人名桜大学は、「平和」「自由」「進歩」を建学の精神として掲げ、沖縄県並びに沖縄県

北部１２市町村によって設立された経緯により、沖縄県北部に唯一存在する高等教育機関として、地

域住民に高等教育の場を提供するとともに、大学のあるべき姿を常に追求し、国際的感覚とグローバ

ルな視点を持ち、社会に貢献できる人材を育成し、大学の教育研究を広く開放して地域との連携につ

とめ、地域に開かれた地域の人々のための大学運営を目指します。 

２．業務 

（1）大学を設置し、運営すること。

（2）学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

（3）法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他法人以外の者との連

携による教育研究活動を行うこと。

（4）地域の生涯学習の充実に資する多様な学習機会を提供すること。

（5）大学における教育研究成果の普及及び活用を通じ、地域社会及び国際社会に貢献すること。

（6）前述の業務に付帯する業務を行うこと。

３．事務所等の所在地 

沖縄県名護市字為又 1220 番地の 1 

４．資本金の状況 

3,316,500,000 円（全額北部広域市町村圏事務組合出資） 

５．役員の状況（令和 3 年 3 月 31 日現在） 

役員の定数は、公立大学法人名桜大学定款第 8 条により、理事長１人、副理事長１人、理事４人及

び監事２人以内。任期は、公立大学法人名桜大学定款第１３条の定めるところによる。 

役 職 氏 名 就任年月日 備 考 

理事長 高良 文雄 平成 31年 4月 1日 

副理事長 砂川 昌範 令和 2年 4月 1日 学長 

理 事 鈴木 啓子 平成 29年 4月 1日 副学長 

理 事 金城 秀郎 平成 30年 11月 1日 名護市副市長 

理 事 前田 貴子 令和 2年 6月 1日 
株式会社ゆがふホールディングス 

代表取締役 CEO代行 

理 事 仲間 一 令和元年 6月 1日 金武町長 

監 事 宮里 猛 平成 30年 4月 1日 開法律事務所（弁護士） 

監 事 原田 泰人 平成 28年 4月 1日 やんばる会計事務所（公認会計士・税理士） 
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６．職員の状況（令和 2 年 5 月 1 日現在） 

・教育職員     107 人（学長含む） 

・事務職員      55 人（正職員） 

 

７．学部等の構成（令和 2 年 5 月 1 日現在） 

＜学部・学群＞         ＜大学院＞                 ＜専攻科＞ 

 ・国際学群国際学類      ・国際文化研究科（修士課程）      ・助産学専攻科 

 ・人間健康学部         ・国際文化研究科（博士後期課程） 

・看護学研究科（修士課程） 

 

８．学生の状況（令和 2 年 5 月 1 日現在） 

総学生数 2,095 人 

・学士課程学生 2,017 人 

・修士課程学生 31 人 

・博士後期課程学生 8 人 

・助産学専攻科 6 人 

・科目等履修生 12 人 

・聴講生 18 人 

・研究生 3 人 

      

９．設立の根拠となる法律 

  地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 

 

10．設立団体 

  北部広域市町村圏事務組合 

（構成市町村：名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、 

伊江村、伊平屋村、伊是名村） 

11．沿革 

平成 3（1991）年 7 月 学校法人名護総合学園設立準備委員会発足 

平成 6（1994）年 4 月 学校法人名護総合学園 名桜大学 開学 

名桜大学国際学部（国際文化学科、経営情報学科、観光産

業学科） 

平成 13（2001）年 4 月 大学院国際文化研究科開設 

平成 17（2005）年 4 月 人間健康学部スポーツ健康学科開設 

平成 19（2007）年 4 月 国際学群国際学類開設（改組） 

（国際文化専攻、語学教育専攻、システムマネジメント専攻、情報シ

ステムズ専攻、観光産業専攻） 

人間健康学部看護学科開設 

平成 21（2009）年 4 月 国際学群国際学類診療情報管理専攻開設（増設） 
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平成 22（2010）年 4 月 学校法人名護総合学園を解散し、公立大学法人名桜大学設

立 

平成 23（2011）年 4 月 大学院看護学研究科開設 

平成 26（2014）年 12 月 開学 20 周年、公立大学法人化 5 周年式典 

平成 27（2015）年 4 月 学生会館 SAKURAUM 完成、学食・売店リニューアル 

平成 28（2016）年 11 月 多目的グラウンド完成 

平成 29（2017）年 4 月 名桜大学助産学専攻科開設 

平成 31（2019）年 4 月 名桜大学大学院国際文化研究科国際地域文化専攻（博士後

期課程）開設 

 

12．経営審議会・教育研究審議会（令和 3 年 3 月 31 日現在） 

（1）経営審議会（経営に係る事項の審議） 

氏 名 現 職 備 考 

高良 文雄 理事長  

砂川 昌範 副理事長（学長）  

鈴木 啓子 副学長  

林 優子 副学長  

山城 耕政 事務局長  

嘉手苅 健 元名桜大学地域連携参与 外部委員 

比嘉 克雄 今帰仁村副村長 外部委員 

比嘉 克己 昭和化学工業株式会社代表取締役会長 外部委員 

新里 江利子 かっぽう山吹副代表 外部委員 

新垣 力太 新垣産業株式会社代表取締役社長 外部委員 

     

（2）教育研究審議会（教育研究に係る事項の審議） 

氏 名 現 職 備 考 

砂川 昌範 副理事長（学長）  

鈴木 啓子 理事（副学長）  

林 優子 副学長  

新垣 裕治 国際学群長  

奥本 正 人間健康学部長  

小番 達 リベラルアーツ機構長  

高嶺 司 図書館長  

仲尾次 洋子 環太平洋地域文化研究所長  

中村 浩一郎 国際文化研究科長（修士課程）  

永田 美和子 看護学研究科長（修士課程）  

波照間 永吉 国際文化研究科長（博士後期課程）  
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注 釈 一 覧 

 

※１ ディプロマポリシー／カリキュラムポリシー： 

【学位授与の方針，教育課程編成・実施の方針】 

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に加えて、将来像答申が新たに提唱した「教育の実施や卒

業認定・学位授与に関する基本的な方針（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー）」に対応するもの。

入学者受入れの方針と異なり、モデルとなる具体例や典型的な形態が存するものではない。将来像答申は、組織

的な取組の強化が大きな課題となっている我が国の大学の現状を踏まえ、各機関の個性・特色の根幹をなすもの

として、３つの方針の重要性を指摘するとともに、「早急に取り組むべき重点施策」の中で、３つの方針の明確化

を支援する必要性を強調している。 

※２ 学習成果（ラーニング・アウトカム）： 

「学習成果」は、プログラムやコースなど、一定の学習期間終了時に、学習者が知り、理解し、行い、実演で

きることを期待される内容を言明したもの。「学習成果」は、多くの場合、学習者が獲得すべき知識、スキル、態

度などとして示される。また、それぞれの学習成果は、具体的で、一定の期間内で達成可能であり、学習者にと

って意味のある内容で、測定や評価が可能なものでなければならない。学習成果を中心にして教育プログラムを

構築することにより、次のような効果が期待される。 

・従来の教員中心のアプローチから、学生（学習者）中心のアプローチへと転換できること。 

・学生にとっては、到達目標が明確で学習への動機付けが高まること。 

・プログラムレベルでの学習成果の達成には、カリキュラム・マップの作成が不可欠となり、そのため、教員同

士のコミュニケーションと教育への組織的取組が促進されること・「学習成果」の評価（アセスメント）と

結果の公表を通じて、大学のアカウンタビリティが高まること。 

※３ シラバス： 

    各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授業名、担当教員名、講義目的、各回の授業内容、成績評価方法・

基準、準備学習等についての具体的な指示、教科書・参考文献、履修条件等が記されており、学生が書く授業科目

の準備学習等を進めるための基本となるもの。また、学生が講義の履修を決める際の資料になるとともに、教員相

互の授業内容の調整、学生による授業評価等にも使われる。 

※４ アクティブラーニング： 

    伝統的な教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授・

学習法の総称。学習者が能動的に学ぶことによって、後で学んだ情報を思い出しやすい、あるいは異なる文脈でも

その情報を使いこなしやすいという理由から用いられる教授法。発見学習、問題解決学習、経験学習、調査学習な

どが含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワークなどを行うことでも取

り入れられる。 

※５ オフィスアワー： 

学生からの授業科目等に関する質問や学生生活上の相談等に応じるための時間枠として、教員があらかじめ示

した特定の時間帯のこと。その時間帯であれば、学生は基本的には予約なしで研究室を訪問し、質問や相談を行

うことができる。 

※６ 学習センター： 
    名桜大学に設置されている「言語学習センター（LLC）」、「数理学習センター（MSLC）」、「ライティングセンタ

ー（MWC）」を表す。 

※７ ICT： 

    情報通信技術のことで、Information and Communications Technology の略。本学では、知識やデータといっ
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た情報（Information）を適切に他者に伝達（Communication）する技術（Technology）を、各専門分野を通して

総合的に理解し、社会生活で活用できる能力を養成する。 

※８ ルーブリック： 

米国で開発された学修評価の基準の作成方法であり、評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特

徴の記述」で構成される。記述により達成水準等が明確化されることにより、他の手段では困難な、パフォーマ

ンス等の定性的な評価に向くとされ、評価者・被評価者の認識の共有、複数の評価者による評価の標準化等のメ

リットがある。 

コースや授業科目、課題（レポート）などの単位で設定することができる。国内においても、個別の授業科目

における成績評価等で活用されているが、それに留まらず組織や機関のパフォーマンスを評価する手段とするこ

ともでき、米国 AAC&U（Association of American Colleges & Universities）では複数機関間で共通に活用する

ことが可能な指標の開発が進められている。 

※９ アカデミック・アドバイザリー制度： 

    専任教員がアカデミック・アドバイザーとして学生一人一人を担当し、学生の成績（GPA）や履修状況等を考

慮しながら、履修相談や学生指導を行う制度。アカデミック・アドバイザーが入学時から卒業時まで継続的に指導

する体制をとることで学生の修学指導に責任を持ち、また、きめ細やかな学生のサポートの実現が期待される。 

※１０ ピア・アドバイザリー制度： 

    先輩として自らの経験を踏まえて、アカデミックアドバイザーとともに学生の履修相談や学修相談、学生生活相

談に対応する学生をいいます。 

※１１ ピアサポート： 

     同じ立場のもの同士の支え合い。ピア（peer）は同僚、仲間を意味する。大学では上級生が下級生に対してア

ドバイスするなど、学生同士の支え合いのこと。 

※１２ ピアラーニング： 

    仲間同士で小グループを作り、互いの知識や情報をもとに、協力しあって問題解決をしていく学習活動を意味し

ます。 

※１３ リベラルアーツ： 

    アメリカの大学で確立した概念で、自由人に相応しい、特定の職業のためではない、一般的な知力を開発する学

芸を意味し、言語・数学系の諸科と人文科学、社会科学、自然科学の諸学芸を指す。これらの諸科は学芸（文芸）

科学学部（faculty of arts (letter）and sciences ）等を構成し、古典的な神・法・医及び近代的な工、農、経営、

教育等の専門職学部（professional schools）における職業系諸科に対する。一部に、近代科学とその生み出す技

術（science and technology）の知を別種のものと見て、それらを除いた諸科をリベラル・アーツとみる向きもあ

る。 

なお、リベラル・アーツは教養と訳されるが、教養の英訳がカルチャーつまり文化一般であるのに対して、リ

ベラル・アーツはディシプリン（方法）を持った諸科目であり、リベラルアーツ・カレッジにおいても、一般教

育に加えリベラル・アーツ分野の専攻の学習が課されるのが通常である。 
 

※１４ アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）： 

    「入学者受け入れ方針」は、各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、

また、どのような能力や適性等を有する学生を求めているのかなどの考え方をまとめたものであり、入学者の選抜

方法や入試問題の出題内容等にはこの方針が反映されている。また、この方針は受験者が自らにふさわしい大学を

主体的に選択する際の参考ともなる。 
アメリカにおいては、高等学校の成績（GPA）の点数、高等学校で履修しておくべき科目・内容、ＳＡＴ等の

標準的な試験の点数などを具体的に示すことが一般的である。 
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本学は沖縄県北部地域と沖縄県の支援を得て創設され、その支援により今日に至っている。そのため本学は、

同地域と沖縄県の発展と人材育成に貢献する使命を負うものである。同時に地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）の趣

旨に沿い、地域が求める人材の養成に必要な教育内容を整備することが求められている。 
 
※１５ FD（ファカルティ・ディベロップメント）： 

教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範にわ

たるが、具体的な例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のため

の研修会の開催などを挙げることができる。 

 

※１６ キャリア教育： 

一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して，キャリア発達を 

促す教育。 

（中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」（平成 23 年１月 31 日） 

 

※１７ COC＋： 
文部科学省では、平成 27 年度から、大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先

の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学

の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的として実施される「地（知）の

拠点大学による地方創生推進事業」である。（文部科学省事業で平成 27 年度より実施） 
 

※１８ ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）： 

事務職員や技術職員など職員を対象とした，管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的

な取組を指す。「スタッフ」に教員を含み，ＦＤを包含する意味としてＳＤを用いる場合（イギリスの例）もある

が，ここでは，ＦＤと区別し，職員の職能開発の活動に限定してＳＤの語を用いている。 

 

※１９ IR（Institutional Research）： 

教育、経営、財務情報を含む大学内部のさまざまなデータの入手や分析と管理、戦略計画の策定、大学の教育

プログラムのレビューと点検など包括的な内容を意味する。 

 

※２０ ステークホルダー（利害関係者）： 

 高等教育分野においては、学生、保護者、入学志願者、産業界等の雇用者など、高等教育機関を取り巻く関係

者を総称する用語として用いられる。 
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